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第１章
計画の策定にあたって

人権とは

人権とは、人がひとらしく幸せに生きていくための権利で、誰もが生まれながらにもっている、誰からも侵され
ることのない基本的な権利です。この権利は、日本国憲法によってすべての国民に保障されています。

計画策定の趣旨

草加市では人権施策推進基本方針を策定し、各種の人権施策に取り組んできましたが、依然として女性やこ
ども、高年者、障がいのある人、同和問題（部落差別）、外国人等に関わる多くの人権課題が存在します。また、
新たな人権課題や社会情勢の変化に対応する必要も生じたことから、草加市の最上位計画である第四次草加
市総合振興計画の分野別計画として、草加市人権施策推進計画を策定します。

計画策定の背景と課題

人類は20世紀に二度の世界大戦により多くの尊い人命が奪われ、平和の大切さを学びました。しかしなが
ら今もなお、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻やパレスチナのイスラム組織ハマスの襲撃とそれに対するイ
スラエル軍の応戦など、罪のないこどもを含む多くの市民が巻き込まれ、尊い命が失われている現状が世界
各国で存在しています。

近年、社会のグローバル化やデジタル化がより一層進展する中で、インターネット上での誹謗中傷やいじめな
どの人権問題が生じています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中、感染者や医療従事者やその家族、外国人に対する差別や誹謗中
傷など心無い言動が広がりました。また、インターネット上の誹謗中傷等、違法・有害情報の流通の問題も起き
ています。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動、性的マイノリティの人々の人権問題など、様々な市民の人権に関
わる問題があります。

2015年9月の国連サミットで採択された｢持続可能な開発目標(SDGs)｣に取り組む上でも、人権尊重は重
要になっています。

草加市では2020年6月に「草加市人権尊重都市宣言」を制定し、｢差別や偏見などによる人権侵害のない社
会の実現｣「多様性を認め合い、一人一人の個性や生き方が尊重される人権共生社会の実現」に向けて各種の
人権施策を推進しています。

持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

本市では、令和６年（2024年）5月23日に「SDGs未来都市」「自治体SDGsモデル事業」に認定され、
SDGsの理念である「誰一人取り残さない」と、草加市の「だれもが幸せなまち」を連動し、市民や
教育機関、事業所、団体の方々 と力を合わせて持続可能なまちづくりを進めています。
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草加市の現状～人権に関する市民意識調査

Q あなたはどの人権問題に関心がありますか？
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不明・無回答

単数回答

今回(n=580) 前回(n=938)
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(42)
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Q 今の日本は｢基本的人権｣が尊重されている社会か？

１位    インターネットによる人権侵害

２位    女性に関する人権

３位   こどもに関する人権

４位    障がい者に関する人権

５位    高年者に関する人権

インターネットによる人権侵害

インターネットによる人権侵害で、特に問題があるのは、

他人の身元を暴いたり、誹謗中傷をする表現を掲載す

ることが最も多く、次いで、個人情報が流出しているこ

と、出会い系サイトやSNSなどが犯罪を誘発する場と

なっていることが続いています。

差別や偏見をなくすには

本市はこれまで、人権施策推進基本方針・人権施策推進基本方針実

施計画に基づき、人権教育や人権意識の普及を進めてきました。

偏見や差別の要因は、知識不足からくる誤解や一方的な決め付け、

異質なものを排除する心理、異なる価値観の否定、固定化した概念な

どが考えられます。

差別や偏見をなくすためには、正しい知識を身に着けるための教育

や相互理解、環境整備等が重要であると考えられています。

令和6年度北足立郡市町同和対策推進協議会｢人権意識調査｣結果(抜粋)

令和6年度北足立郡市町同和対策推進協議会｢人権意識調査｣結果(抜粋)

インターネットによる
人権侵害が前回よりも
増加しています
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障害（がい）者に関する人権

同和問題（部落差別）

アイヌの人々に関する人権

外国人に関する人権

エイズウィルス感染者・ハンセン病患者の人権

インターネットによる人権侵害

性的指向の異なる人・性同一性障害者の人権

その他

不明・無回答
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地域における総合的かつ計画的な

まちづくりを図るための構想

基本構想を実現するための

総合的な指針

社会経済状況等の変化に柔軟に対応し

基本計画の実効性を高める

本計画は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）第５条に基づく人権教育及び人権啓発に関する施策

として策定し、人権施策の推進や方向性を定め、第四次総合振興計画の分野別計画として位置付けます。

本計画は、草加市のあらゆる行政分野にまたがる基盤としての性格を有しており、あらゆる施策・事業について、人権尊重の視点をもっ

て推進するための基本姿勢を示すとともに、草加市における人権施策の取組の全体像を明らかにするものです。

草加市
みんなでまちづくり
自治基本条例

まちづくりの根幹をなす計画

第四次草加市総合振興計画 草加市都市計画マスタープラン

市の都市計画に関する基本的
な方針として、長期的な視点に
たった都市の将来像や都市づ
くりの目標を明らかにし、都市
計画や地域づくりの指針とな
るもの

草加市人権施策推進計画
人権教育及び人権啓発の
推進に関する法律

国の人権教育･啓発に
関する基本計画

国

埼玉県人権施策推進指針

県

安心安全関連
産業･観光関連
健康･福祉関連
協働･共生関連
都市基盤関連
環境関連
教育･子育て関連
文化･ｽﾎﾟｰﾂ･生涯学習関連
行財政関連

草加市分野別計画

整
合

整
合

整
合
･
連
携

草
加
市
人
権
尊
重
都
市
宣
言

基本理念

差別、偏見などによる人権侵害がなく、多様性を認め合い、
一人ひとりの個性や生き方が尊重される人権共生社会の実現

基本目標

1  差別と偏見等がなく すべての市民がお互いを尊重するまちづくり
2  多様な主体との連携･協働を大切にし 人権が尊重される共生のまちづくり

共通施策

人権教育･啓発の推進 相談･支援体制の充実 多様な主体との連携･協働

分野別施策

女性、こども、高年者、障がいのある人、同和問題（部落差別）、外国人、疾病患者
等、犯罪被害者等、アイヌの人々、インターネット、拉致問題、
災害時、性的マイノリティ、その他

第２章

計画の基本的な考え方

基本計画

実施計画

基本構想

人権施策推進計画の推進スキーム

人権課題の解決に向けて、３つの「共通施策」と
１４の「分野別施策」で構成される、
１７の施策と、これらに係る「事業・取組」を体系
的に整理します。

差別行為

偏見、差別意識
（知識の欠如など）

偏見・差別のもととなる要素
（社会的要因・歴史的要因など）

１４の人権分野において生じるもの

施策２ 相談・支援体制の充実

施策１ 人権教育・啓発の推進

施策３ 多様な主体との連携･協働関連する基本目標：１

関連する基本目標：２

関連する基本目標：２

「共通施策」と「分野別施策」により働きかけ

３



第３章

人権課題への取組

■共通施策

基本理念の実現に向け、様々な人権課題に共通する施策として、市民一人ひとりが人権課題に関心を持ち、自ら
の問題として人権尊重についての理解と認識を深め、人権課題の本質を正しく理解することにより差別や偏見を
なくすために取組みます。

施策１ 人権教育･啓発の推進

人権教育   人権啓発

施策の
方向性

基本的人権の精神が正しく身に付くよう、市民・職員の人権
への理解と意識・感性の向上を目指し、社会教育や学校教育
を通じて推進します。

人権尊重思想の普及と、市民一人ひとりの人権問題への理
解と認識を深めるため、家庭、地域、学校、職場等での啓発
活動に取り組みます。

行政や学校、家庭、地域の様々な団体、企業等において、人権を尊重する意識や様々
な人権課題に対する関心を高め、正しい理解の普及を図り、取組等が効果的に推進さ
れていくよう、教育・啓発活動を推進し、必要に応じた情報提供等を行うことで、人
権課題の解決に向けた市民の主体的な取組を促します。

施策２ 相談・支援体制の充実

施策の
方向性

人権侵害に関わる問題が起きた時には、相談と救済が適切に受けられることが必要です。人権を侵害されている人々への相
談体制・救済の仕組みの構築と、自立のための支援を図ります。

市民一人ひとりの人権が尊重され、必要な支援が受けられるよう、相談体制の充実と相
談窓口の連携を強化するとともに、広報紙・ホームページ等を通じて、各種相談窓口等の
必要な情報を相談者に提供します。

施策３ 多様な主体との連携・協働

施策の
方向性

多様な主体との連携・協働を大切にし、人権が尊重される共生のまちづくりを進めるため、
行政や関係機関等が緊密な連携を図るとともに、市民や企業、NPO等の自主的、主体的
な活動が各方面で芽生えるよう、あらゆる機会を通じて情報の提供など必要な支援を行
います。

人権尊重のまちづくりを推進するためには、社会全体が人権施策に参画し、主体的な取組を広げていくことが必要です。
NPOや弁護士会等の関係団体や国・県・近隣自治体等の関係機関との連携・協働を一層推進します。

４



■分野別施策

複雑かつ多様な人権課題に対するため、人権尊重を基本とした市政の運営が各分野の事業においても必要となっていま
す。人権問題を考える上では、共通施策だけではなく、各分野別施策についても、共通する問題を横断的にとらえていくこ
とが大切です。

女性

施策の
方向性

女性の地位向上のための法制度の整備や様々な施策が実
施され、ジェンダー主流化が進んでいます。しかし、依然とし
て家庭や職場での男女間格差や女性への暴力、固定的な性
別役割分担意識が根強く残っています。

すべての人が性別にかかわりなく家庭、地域、学校、職場等
あらゆる分野に対等な立場で参画できる男女共同参画社会
の実現に向けて、行政、市民及び事業者が一体となり計画的
に取組を推進することが求められています。

性別にかかわりなく、すべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、個性と能力
を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組の推進

主な取組
・男女共同参画の推進 ・女性の創業支援 ・男女共同参画社会を実現するための意識啓発・支援

こども

施策の
方向性

児童虐待やいじめ、こどもの貧困、こどもや若者の居場所づ
くり、体罰やこどもの自死をめぐる問題、ヤングケアラーや
医療的ケア児への支援など、こどもをめぐる課題が多くあり
ます。草加市こどもプランに基づき、こどもまんなかそうか

の視点を中心としながら、家庭・学校・地域社会が互いに連
携を図り、それぞれの機能を十分発揮しながら、こどもの人
権尊重と人権擁護の取組を推進し、適切に対応することが
求められています。

社会全体が一体となって未来を担うこどもたちの人権を尊重し、こどもの育成、児童虐待やいじめな
どの防止、家庭や地域での啓発活動や青少年健全育成のための取組の推進

主な取組
・こどもの人権尊重    ・子育て支援    ・こどもがいきいきと成長できる環境の整備   ・いじめの防止

高年者

施策の
方向性

本市の総人口は、令和12年をピークに減少に転じる見込み
ですが、65歳以上の高年者人口は増加し、令和22年には高
齢化率が29％に達すると見込まれています。すべての人が
支え合い住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らせる

まちの実現に向け、全ての高年者の人権が守られ、尊厳ある
暮らしを送ることができるよう、人権の視点をもって各取組
を推進するとともに、これらの取組や制度の周知に努める
必要があります。

高年者が安心して暮らせるまちづくりを進めるとともに、高年者の権利を擁護するなど、高年者の人
権を尊重した取組の推進

主な取組
・社会参加の促進 ・健康づくりの推進 ・生きがい活動の促進 ・高年者の人権擁護の推進

●女性 ●障がいのある人 ●感染症患者等 ●インターネット等による ●性的マイノリティ

●こども ●同和問題（部落差別） ●犯罪被害者とその家族 人権侵害 ●様々な人権課題

●高年者 ●外国人 ●アイヌの人々 ●北朝鮮当局による拉致問題

５



第３章

障がいのある人

施策の
方向性

合理的配慮の実施等を盛り込んだ「障害者差別解消法」に基
づいて、障がい者の権利実現に向けた取組が進められてい
ます。しかし、誤解や偏見により障がい者が今なお多くの生
きづらさを抱えています。障がいは障がいのある人にある

のではなく、社会の側にこそあるという「社会モデル」の視点
を持つことが必要です。障がいのある人もない人もお互い
を尊重しながら共に支えあう、自立と共生の地域社会の実
現を目指す必要があります。

障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し、地域でいきいきと安全で安心して暮らし続
けられる総合的かつ計画的な取組の推進

主な取組
・社会参加の促進（啓発・支援） ・雇用対策の促進  ・在宅支援サービスの拡充  ・福祉と人権擁護の推進

外国人

施策の
方向性

市民の４％が外国人となっており、出身地も８８の国・地域と
多様化しています。異なる言語や習慣、文化等への理解不足
や、就労や住宅、教育、結婚等の社会生活において差別的な
待遇を受ける等、様々な人権問題が生じています。

外国人と日本人が互いに理解を深め、国籍、言語、文化、宗
教、生活習慣等が異なる人々と多様性を認め合いながら、
互いに尊重し、安心して暮らすことができる多文化共生社会
の実現に向けた取組が必要です。

国籍や文化、民族による偏見や差別をなくすため、国籍を超えて言語、文化、習慣の違いをお互いに
理解し、すべての市民が地域で共生し安心して暮らせる多文化共生社会に向けた取組の推進

主な取組
・多文化共生まちづくりの推進 ・国際理解啓発の推進

同和問題（部落差別）

施策の
方向性

教育、就労などの生活課題をはじめ、身元調査を目的とした
戸籍等の不正取得、インターネットへの差別的書き込みや地
区の特定などにより、今も当事者が苦しめられています。部
落差別解消推進法では、現在もなお部落差別が存在し、情報

差別意識の解消に向け、部落差別解消推進法の趣旨や目的を踏まえ、部落差別（同和問題）に対する
正しい理解と認識を深めるための人権教育・啓発活動の推進

主な取組
・学校同和教育の推進 ・啓発の充実 ・社会同和教育の推進 ・研修の充実

化の進展に伴う部落差別に関する状況の変化を踏まえ、部
落差別は許されないものとの認識が示されています。同和
問題（部落差別）に対する正しい理解と認識を深め、偏見と
差別意識の解消が重要です。

人権課題への取組

６



犯罪被害者とその家族

施策の
方向性

犯罪被害者やその家族は、犯罪による直接的な被害に加え、
精神的にも経済的にも様々な打撃を受け、日常生活上の
様々な困難に直面しています。また、周囲の無理解や配慮に
欠けた言動により平穏が脅かされることがあります。」

被害者等が平穏な生活を取り戻せるよう支援を行うととも
に、被害者等が置かれている状況や心情について市民の理
解の促進が必要です。草加市犯罪被害者等支援条例に基づ
く支援や啓発事業などの施策を推進します。

関係機関・団体と連携した、本人やその家族への偏見や差別の解消に向けた取組の推進

主な取組
・犯罪被害者支援総合的対応窓口の強化 ・犯罪被害者等への理解を深めるための啓発

アイヌの人々

施策の
方向性

アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀式･ 祭事、ユー
カラなど多くの口承文芸等、独自の豊かな文化を持ってい
ますが、近世以降の同化施策等により、文化の十分な保存・
伝承が図られているとは言い難い状況にあります。

様々な固有の歴史・文化・伝統を持つ人の権利を保障し、尊重と理解を深めるため、ポスターやパンフ
レット等の媒体を活用した人権意識の普及・啓発の推進

主な取組
・人権尊重意識の普及啓発

市民一人ひとりがアイヌの歴史・伝統・文化等について正しく
理解し、アイヌの人々の人権を尊重することが、差別や偏見
の解消につながります。アイヌの人々と共生できる社会づく
りに向けた取組が必要です。

感染症患者等

施策の
方向性

感染症や疾病にかかっている人の中には、感染症に対する
誤った知識や理解の不十分さなどによる差別や偏見により、
家族も含めて苦しんでいる人が少なくありません。新型コロ
ナウイルス感染症が感染拡大する中で、患者や医療従事者

等への誹謗や中傷など様々な人権問題が発生しました。感
染症・疾病患者等の人権が守られるよう、正しい知識の普及
や理解の促進など、偏見や差別を解消するための取組が重
要です。

市民が安心して適切な医療を受けることができ、感染症・疾病にかかっている人々の人権が守られ、
安心して日常生活を営むことができる社会に向けた取組の推進

主な取組
・正しい知識の普及啓発と感染予防

７

●女性 ●障がいのある人 ●感染症患者等 ●インターネット等による ●性的マイノリティ

●こども ●同和問題（部落差別） ●犯罪被害者とその家族 人権侵害 ●様々な人権課題

●高年者 ●外国人 ●アイヌの人々 ●北朝鮮当局による拉致問題



災害時における人権問題

施策の
方向性

避難生活の中では、プライバシーが守られにくいことの他に、
高年者や障がいのある人、性的少数者、女性などの要配慮
者や避難行動要支援者に対する十分な配慮が行き届かない
ことや、長期化する避難生活のストレスから暴力や虐待など

の人権侵害も問題となっています。女性を含む様々な人々
の避難所運営への参画を推進するとともに、誰もが等しく良
好な生活環境を確保できるよう配慮した運営体制の整備に
向けた施策の推進が必要です。

避難生活における安心・安全の確保、要配慮者や避難行動要支援者に配慮した避難支援体制の整備
に向けた取組の推進

主な取組
・要配慮者・避難行動支援者への支援対策

北朝鮮当局による拉致問題

施策の
方向性

北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国に対する主権侵害
であり、重大な人権侵害です。北朝鮮に残された被害者たち
は、今なお帰国できずに拉致されたままです。拉致問題の解
決には、国内世論や国際世論の後押しが重要であるとの

観点から、多くの市民が関心を持ち続け、認識を深めるため
に、正しい知識の普及と理解促進に努めることが必要です。

拉致問題を風化させることのないよう、引き続き、正しい知識の普及を図るための人権教育・人権啓
発の取組の推進

主な取組
・啓発活動の推進 ・学校教育の推進

インターネット等による人権侵害

施策の
方向性

インターネットの普及により利便性が増大する一方で、他人
の誹謗中傷や侮辱、特定個人のプライバシーに関する情報
の無断掲示や、外国人、障がいのある人に関する差別的な
書き込みなどの人権侵害が社会問題となっています。

インターネットの特性をよく理解し、人権に配慮した利用を
心掛けることが大切です。インターネットによる適切な情報
提供や管理に努めるとともに、市民・事業者等への様々な機
会を通じが啓発が重要です。

インターネットによる適切な情報提供や管理に努めるとともに、市民・事業者等にも様々な機会を通じ
た啓発の推進

主な取組
・情報モラル教育の推進 ・啓発の充実

８

第３章
人権課題への取組



様々な人権課題

施策の
方向性

多様化・複雑化する現代社会においては、ホームレスの方に
対する偏見や差別、ハラスメント、依存症、ひきこもり等、新
たな人権問題が発生しています。人権は、社会の変化に伴い
多様な広がりを持つことから、新たな動きにも目を向けて、

一人ひとりの人権が尊重されるよう、あらゆる機会を通じて
人権教育や人権啓発の推進を図り、問題の解決に努めるこ
とが求められます。

関係機関・団体と連携し、本人やその家族への偏見や差別の解消に向けた取組の推進

主な取組
・正しい理解の普及 ・偏見や差別意識の払拭と基本的人権の尊重

性的マイノリティ

施策の
方向性

多様な性的指向や性自認（性同一性）について、社会の関心
は高まってきているものの、理解はまだ十分に進んでいな
いため、差別や偏見を恐れ、悩みや生きづらさを抱えている
人が多くいます。ＳＯＧＩという言葉が示すように、誰にでも

性的マイノリティが自分らしくいきいきと生活できるよう、偏見や差別、暮らしの中での困難などを解
消するための取組の推進

主な取組
・性的マイノリティへの理解のための啓発・教育の推進

性的指向・性自認があり、性のあり方は多様です。性的指向・
性自認について正しく理解し、偏見を解消していくための施
策を総合的かつ効果的に推進することが必要です。

９

●女性 ●障がいのある人 ●感染症患者等 ●インターネット等による ●性的マイノリティ

●こども ●同和問題（部落差別） ●犯罪被害者とその家族 人権侵害 ●様々な人権課題

●高年者 ●外国人 ●アイヌの人々 ●北朝鮮当局による拉致問題



第４章

人権施策推進体制

市の推進体制

全庁的推進組織として「草加市人権施策推進会議」を設置し、庁内各部局間で緊密に連携しながら、人権教育、人権研修、相談・救

済等を総合的に推進します。また、「草加市人権推進審議会」において、知識経験者や市民代表者と意見交換を行い、助言・意見を

施策に反映していきます。

関係団体・関係機関

人権問題の解決のためには、行政だけではなく、市民・地域団体・事業者を含めて社会全体で取り組んでいくことが重要です。地

域には、市民により近い立場の人権擁護委員、民生委員・児童委員、保護司などの社会的に重要な役割を担っている方々や、市民

団体等の豊富な人材と組織、また、地域の教育や福祉に関わるネットワーク等が存在しています。

草加市は、市民・地域団体・事業者を対象とした人権教育・啓発や、自主的な取組を支援するとともに、連携・協働を図り、ともに

人権教育・啓発を推進します。

進行管理

本計画の基本理念と基本目標を実現するため、新しい人権課題・社会情勢の変化にも柔軟に対応できる運用を行います。また、

毎年、事業・取組の状況について実績報告書を作成し、外部の視点からの点検を行う「草加市人権推進審議会」において意見・助

言をいただきます。

施策の効果を検証するため、北足立郡１４市町の住民を対象とした人権意識調査を定期的に実施し、社会情勢の変化等も確認し

ながら市民意識の把握に努めながら施策を推進します。

草加市人権尊重都市宣言 令和2年6月18日制定

人は生まれながらにして自由で平等な存在として尊重され、誰もが幸せに生きるために、人類普遍の原理である

基本的人権を持っています。この基本的人権は日本国憲法で保障され、多様な人権を擁護するため「世界人権宣

言」の採択をはじめとした、不断の取組が続けられてきました。

しかし、今もなお、障がい者や外国人への差別、部落差別などをはじめ、様々な人権問題が存在し、多くの人々が

悩み、苦しんでいます。

私たち草加市民は、差別の実態の解消に努め、人権尊重思想の普及啓発と教育の推進を誓い、ここに草加市を

「人権都市」とすることを宣言します。

１私たちは、人がつくりあげた差別は、人の理性と良心によって必ずや解消できることを確信し、差別や偏見など

による人権侵害のない社会の実現をめざします。

２私たちは、多様性を認め合い、一人一人の個性や生き方が尊重される人権共生社会の実現をめざします。 10



月 曜日～ 金曜日（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）

 ✆ ０５７０ –００３ –１１０

子どもの人権１１０番（全国共通フリーダイヤル）

 ✆ ０５７０ –０７０ –１１０

女性の人権ホットライン（全国共通ナビダイヤル）

 ✆ ０５７０ –０７０ –８１０

インターネット人権相談受付窓口 ２４時間受付

  http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

人権相談窓口

毎日の生活の中で、「これは人権上問題ではないだろうか」と感じたり、よく分からなくて困ったりしたことはありませんか。

そのような場合、人権相談をご利用ください。（※  相談は無料で、秘密は固く守られます。）

面接による相談

電話相談

草加市人権施策推進計画（概要版）令和８年(２０２６年)３月発行

発行 草加市総合政策部人権共生課

  〒340-8550 草加市高砂 1－1－1

  ✆ 048-922-0825(直通)   048-927-4955  jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

「草加市人権施策推進計画」は
草加市ホームページからご覧いただけます。

草加市人権施策推進計画 検索

■ 特設人権相談

人権擁護委員が面接でご相談をお受けします。毎月１回、市役所または

市内公共施設で開設します。日時場所はお問合せください。

 草加市人権共生課

 ✆ ０４８ -９２２ -０８２５
連絡先

予約
不要

※人権擁護委員または法務局職員がご相談をお受けします。
※IP電話からフリーダイヤル・ナビダイヤルの接続はできません。

また、PHSからナビダイヤルへの接続もできません。

草加市人権相談 検索

犯罪被害者相談

■ 彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族の相談に応じ、県・

県警・民間支援団体がワンストップで支援します。

月曜日 ～ 金曜日（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

総合対応電話

✆ ０１２０ –７３５ –００１

■ 性暴力等犯罪被害専用相談電話  アイリスホットライン

・性暴力・性犯罪に遭われた方からの各種相談

・医療機関の受信（産婦人科・精神科等）

・弁護士による法律相談 ・付添い支援（病院・警察等）

電話相談：２４時間３６５日

面接相談：月曜日 ～ 金曜日（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

 Ｗeb(メール)相談受付 オンライン相談・面談（Ｚoom）

✆ ♯８８９１ または ０１２０ –３１ –８３４１

※ 面接相談・Web相談受付は予約制です。
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